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(57)【要約】
【課題】汎用の処理用機器を活用しつつ、検体に対する
処理工程の自動化を実現する。
【解決手段】検体処理システム１は、基台１０１、胴体
部１０２、及び２つのアーム１０３Ｌ，１０３Ｒを備え
たロボット１００と、このロボット１００のアーム１０
３Ｌ，１０３Ｒの可動範囲内に配置され、検体に対し所
定の工程からなる処理を行うための、シャーレ２０１、
シャーレ台２０２、ヘラ２０３、ヘラ立て２０４、試験
管２０５、試験管立て２０６Ａ，２０６Ｂ、ピペット２
０７Ａ，２０７Ｂ、ピペット立て２０８、チップ２０９
、チップ立て２１０、インキュベータ２１１、遠心機２
１２Ａ，２１２Ｂ、撹拌機２１３Ａ，２１３Ｂ，２１３
Ｃ、及び、加熱・冷却器２１４を含む、複数の処理用機
器とを有している。
【選択図】図１



(2) JP 2012-117879 A 2012.6.21

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検体に対し所定の工程からなる処理を実行する検体処理システムであって、
　基台及び複数の関節部を有するアームを備えたロボットと、
　前記アームの可動範囲内に配置され、前記検体に対し前記処理を行うための複数の処理
用機器と、を有し、
　前記複数の処理用機器は、
　前記検体に対し前記処理を行うための試験管及び試験管立て、並びに、ピペット及びピ
ペット立てを含んでおり、
　前記検体に対し前記アームが所定の作業を行うための作業領域は、前記基台の一方向側
に配置されると共に、
　前記試験管立て及び前記ピペット立ては、前記基台から見て前記作業領域の左右方向一
方側及び他方側に分けて配置されている
ことを特徴とする検体処理システム。
【請求項２】
　前記ロボットは、
　別体として構成された２つの前記アームと、
　前記２つのアームを支持する胴体部と、を備えており、
　前記胴体部は、
　前記２つのアームを一方側及び他方側において支持する
ことを特徴とする請求項１に記載の検体処理システム。
【請求項３】
　前記アームは、
　互いに遠近する方向に移動可能な２つの把持部材を備えたハンドを先端に有している
ことを特徴とする請求項２に記載の検体処理システム。
【請求項４】
　前記２つの把持部材は、
　前記試験管を長手方向開口側より把持可能であると共に、前記試験管を前記長手方向に
直交する方向より把持可能に構成されている
ことを特徴とする請求項３に記載の検体処理システム。
【請求項５】
　前記２つの把持部材は、
　断面略円弧状の第１凹部をそれぞれ内側に有している
ことを特徴とする請求項４に記載の検体処理システム。
【請求項６】
　前記試験管は、
　開口を開放及び閉塞可能な蓋を有しており、
　前記把持部材は、
　前記蓋を開閉操作可能な爪部を先端に有している
ことを特徴とする請求項４又は５に記載の検体処理システム。
【請求項７】
　前記複数の処理用機器は、
　シャーレ、ヘラ、及びピペットを含んでおり、
　前記２つの把持部材は、
　前記シャーレ、前記ヘラ、及び前記ピペットを保持するための複数のホルダを把持可能
に構成されている
ことを特徴とする請求項３乃至６のいずれか１項に記載の検体処理システム。
【請求項８】
　前記２つの把持部材は、
　断面略矩形状の第２凹部をそれぞれ内側に有している
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ことを特徴とする請求項７に記載の検体処理システム。
【請求項９】
　前記複数の処理用機器は、
　本体部と、前記本体部の長手方向一方側端部に設けられた吸引及び注入操作を行うため
の操作部とを有するピペットを含んでおり、
　前記ロボットは、
　一方の前記アームの前記ハンドで前記本体部を把持し、他方の前記アームの前記ハンド
で前記操作部を操作することで、前記ピペットを用いた処理を行う
ことを特徴とする請求項３乃至８のいずれか１項に記載の検体処理システム。
【請求項１０】
　前記複数の処理用機器は、
　シャーレ及びヘラを含んでおり、
　前記ロボットは、
　一方の前記アームの前記ハンドでホルダを介して前記シャーレを回転させ、他方の前記
アームの前記ハンドでホルダを介して前記ヘラを操作することで、検体を掻き混ぜる処理
を行う
ことを特徴とする請求項３乃至９のいずれか１項に記載の検体処理システム。
【請求項１１】
　前記複数の処理用機器の少なくとも一部は、テーブル上に配置されており、
　前記テーブルの下方に廃棄ボックスが設置されている
ことを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の検体処理システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検体に対し所定の工程からなる処理を実行する検体処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　血液や髄液、尿、組織の一部等の検体に対し、解析や検査を行う際には、試薬の注入、
撹拌、遠心力や磁気による分離、上澄み液の吸引、加熱や冷却等を含む、所定の工程から
なる処理が行われる。このような検体に対する一連の処理は、作業者が処理用機器を用い
て手作業で行うのが一般的である。具体的には、作業者が検体の入ったシャーレや試験管
を所定の順番でシャーレ台や試験管立て、撹拌機、遠心機、加熱・冷却器等に移動させつ
つ、試薬の注入や撹拌・分離等の処理を行う。
【０００３】
　従来、このような検体に対する処理を自動的に実行する検体処理装置として、例えば特
許文献１に記載のものが知られている。この従来技術の検体処理装置は、タンパク質を単
離・精製することを目的に、結合工程、洗浄工程、抽出工程からなる処理を検体に対し実
行する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４４４１５９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来技術の検体処理装置では、分注ロボットや撹拌機等の複数の処
理用機器が筐体内で一体的に組み上げられており、それらの処理用機器は自動化処理を行
うために装置専用に改良された専用の機器を用いる必要がある。このため、作業者が使用
していた汎用の処理用機器を活用することができないという問題があった。
【０００６】
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　本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであり、汎用の処理用機器を活用しつつ
、検体に対する処理工程の自動化を実現することができる検体処理システムを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、検体に対し所定の工程からなる処理を実行する検体処理シス
テムであって、基台及び複数の関節部を有するアームを備えたロボットと、前記アームの
可動範囲内に配置され、前記検体に対し前記処理を行うための複数の処理用機器と、を有
し、前記複数の処理用機器は、前記検体に対し前記処理を行うための試験管及び試験管立
て、並びに、ピペット及びピペット立てを含んでおり、前記検体に対し前記アームが所定
の作業を行うための作業領域は、前記基台の一方向側に配置されると共に、前記試験管立
て及び前記ピペット立ては、前記基台から見て前記作業領域の左右方向一方側及び他方側
に分けて配置されていることを特徴としている。
【０００８】
　また、前記ロボットは、別体として構成された２つの前記アームと、前記２つのアーム
を支持する胴体部と、を備えており、前記胴体部は、前記２つのアームを一方側及び他方
側において支持することが好ましい。
【０００９】
　また、前記アームは、互いに遠近する方向に移動可能な２つの把持部材を備えたハンド
を先端に有していることが好ましい。
【００１０】
　また、前記２つの把持部材は、前記試験管を長手方向開口側より把持可能であると共に
、前記試験管を前記長手方向に直交する方向より把持可能に構成されていることが好まし
い。
【００１１】
　また、前記２つの把持部材は、断面略円弧状の第１凹部をそれぞれ内側に有しているこ
とが好ましい。
【００１２】
　また、前記試験管は、開口を開放及び閉塞可能な蓋を有しており、前記把持部材は、前
記蓋を開閉操作可能な爪部を先端に有していることが好ましい。
【００１３】
　また、前記複数の処理用機器は、シャーレ、ヘラ、及びピペットを含んでおり、前記２
つの把持部材は、前記シャーレ、前記ヘラ、及び前記ピペットを保持するための複数のホ
ルダを把持可能に構成されていることが好ましい。
【００１４】
　また、前記２つの把持部材は、断面略矩形状の第２凹部をそれぞれ内側に有しているこ
とが好ましい。
【００１５】
　また、前記複数の処理用機器は、本体部と、前記本体部の長手方向一方側端部に設けら
れた吸引及び注入操作を行うための操作部とを有するピペットを含んでおり、前記ロボッ
トは、一方の前記アームの前記ハンドで前記本体部を把持し、他方の前記アームの前記ハ
ンドで前記操作部を操作することで、前記ピペットを用いた処理を行うことが好ましい。
【００１６】
　また、前記複数の処理用機器は、シャーレ及びヘラを含んでおり、前記ロボットは、一
方の前記アームの前記ハンドでホルダを介して前記シャーレを回転させ、他方の前記アー
ムの前記ハンドでホルダを介して前記ヘラを操作することで、検体を掻き混ぜる処理を行
うことが好ましい。
【００１７】
　また、前記複数の処理用機器の少なくとも一部は、テーブル上に配置されており、前記
テーブルの下方に廃棄ボックスが設置されていることが好ましい。
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【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、汎用の処理用機器を活用しつつ、検体に対する処理工程の自動化を実
現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施の形態の検体処理システムの全体構成を表す斜視図である。
【図２】検体処理システムの各構成要素を上方から見た上面図である。
【図３】ロボットを正面から見た正面図、及び、ロボットを模式的に示す上面図である。
【図４】アームの先端側を試験管と共に表す側面図、及び、ハンドの把持部材の先端側を
試験管と共に表す平面図である。
【図５】試験管を長手方向に直交する方向より把持する状態の把持部材を表す部分拡大図
である。
【図６】蓋が閉じた状態の試験管を表す上面図、及び、蓋が開いた状態の試験管を表す上
面図である。
【図７】ヘラに取り付けられた第１ホルダを模式的に表す平面図である。
【図８】ピペットに取り付けられた第２ホルダを模式的に表す平面図である。
【図９】第３ホルダをシャーレと共に模式的に表す平面図である。
【図１０】第４ホルダを吸着パッドと共に模式的に表す平面図である。
【図１１】ロボットが第３ホルダを用いてシャーレを移動している状態を表す斜視図であ
る。
【図１２】ロボットが吸着パッドを用いてシャーレの蓋を開けた後の状態を表す斜視図で
ある。
【図１３】ロボットがピペットを用いた処理を行っている状態を表す斜視図である。
【図１４】ロボットがヘラを用いた検体を掻き混ぜる処理を行っている状態を表す斜視図
である。
【図１５】処理用機器を直線状に配置する変形例の検体処理システムの各構成要素を上方
から見た上面図である。
【図１６】処理用機器を左右に分けて配置する変形例の検体処理システムの各構成要素を
上方から見た上面図である。
【図１７】処理用機器を円周上且つ放射線状配置する変形例の検体処理システムの各構成
要素を上方から見た上面図である。
【図１８】一方のハンドでシャーレ回転、他方のハンドでヘラ操作を行う変形例において
、シャーレを回転可能に保持するためのホルダを説明するための説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の一実施の形態について図面を参照しつつ説明する。本実施形態は、本発
明の検体処理システムを、一例として、タンパク質解析用の検体の前処理に適用した場合
の例である。
【００２１】
　まず、図１及び図２を用いて、本実施形態の検体処理システムの全体構成を説明する。
図１は、本実施形態の検体処理システムの全体構成を表す斜視図である。図２は、本実施
形態の検体処理システムの各構成要素を上方から見た上面図である。
【００２２】
　図１及び図２において、検体処理システム１は、例えば空気清浄度が確保されたクリー
ンルームに設けられ、血液や髄液、尿、組織の一部等のタンパク質解析用の検体に対し、
試薬の注入、撹拌、遠心力や磁気による分離、上澄み液の吸引、加熱や冷却等を含む、所
定の工程からなる処理（詳細は後述）を実行するシステムである。この検体処理システム
１は、基台１０１、胴体部１０２、及び２つのアーム１０３Ｌ，１０３Ｒを備えたロボッ
ト１００と、このロボット１００のアーム１０３Ｌ，１０３Ｒの可動範囲内に配置され、
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検体に対し上記処理を行うための、シャーレ２０１（後述の図９参照）、シャーレ台２０
２、ヘラ２０３、ヘラ立て２０４、試験管２０５、試験管立て２０６Ａ，２０６Ｂ、ピペ
ット２０７Ａ，２０７Ｂ、ピペット立て２０８、チップ２０９、チップ立て２１０、イン
キュベータ２１１、遠心機２１２Ａ，２１２Ｂ、撹拌機２１３Ａ，２１３Ｂ，２１３Ｃ、
及び、加熱・冷却器２１４を含む、複数の処理用機器とを有している。なお、ロボット１
００の詳細については、後述する。
【００２３】
　シャーレ２０１は、検体を収納する蓋付きの平皿である。シャーレ台２０２は、シャー
レ２０１を載置するための台であり、上記ロボット１００の近傍に設けられたテーブルＴ
上の作業領域ＷＴに配置されている。作業領域ＷＴは、検体に対しロボット１００のアー
ム１０３Ｌ，１０３Ｒが所定の作業（詳細は後述）を行うための領域である。
【００２４】
　ヘラ２０３は、検体を掻き混ぜるための器具である。ヘラ立て２０４には、ヘラ２０３
が設置されている。なお、図１及び図２中では図示を省略しているが、ヘラ立て２０４に
設置された各ヘラ２０３には、それぞれ、ヘラ２０３を保持するための第１ホルダ３０１
（後述の図７参照）が取り付けられている。この第１ホルダ３０１の詳細については、後
述する。
【００２５】
　試験管２０５は、検体に対し上記処理を行うための器具である。この例では、試験管２
０５は、遠心機２１２Ａ，２１２Ｂに使用可能なマイクロチューブである。なお、試験管
としては、マイクロチューブに限られず、他のタイプの試験管でもよい。試験管立て２０
６Ａ，２０６Ｂには、試験管２０５が設置される。これら試験管立て２０６Ａ，２０６Ｂ
のうち試験管立て２０６Ｂは、長手方向に沿って永久磁石が配設された磁気プレートを備
えており、収容された試験管２０５の内容物（検体）を構成する成分を、磁気により分離
又は分画する機能を兼ね備えている。
【００２６】
　ピペット２０７Ａ，２０７Ｂは、試薬や上澄み液を吸引・注入するための機器である。
この例では、ピペット２０７Ａは、少量（例えば１μｌ～１０００μｌ程度）の液体の体
積を略正確に計量し分注可能なマイクロピペットである。ピペット２０７Ｂは、液体をバ
キューム吸引可能なピペットである。なお、ピペットとしては、マイクロピペットやバキ
ューム吸引可能なピペットに限られず、ホールピペットや、メスピペット、駒込ピペット
、パスツールピペット等でもよい。ピペット立て２０８には、ピペット２０７Ａ，２０７
Ｂが設置されている。なお、図１及び図２中では図示を省略しているが、ピペット立て２
０８に設置された各ピペット２０７Ａ，２０７Ｂには、それぞれ、ピペット２０７Ａ，２
０７Ｂを保持するための第２ホルダ３０２（後述の図８参照）が取り付けられている。こ
の第２ホルダ３０２の詳細については、後述する。
【００２７】
　チップ２０９は、ピペット２０７Ａの長手方向他方側（後述の図８中下側）端部、すな
わちピペット２０７Ａの先端に取り付けられるマイクロピペット用のチップ（カートリッ
ジ）である。チップ立て２１０には、チップ２０９が設置されている。
【００２８】
　インキュベータ２１１は、検体を培養するための機器である。このインキュベータ２１
１には、検体が収納されたシャーレ２０１が収容されている。
【００２９】
　遠心機２１２Ａ，２１２Ｂは、セットされた試験管２０５の内容物（検体）を構成する
成分を、遠心力により分離又は分画するための機器である。
【００３０】
　撹拌機２１３Ａ，２１３Ｂ，２１３Ｃは、セットされた試験管２０５の内容物（検体）
を撹拌するための機器である。この例では、撹拌機２１３Ａは、セットされた試験管２０
５を回転軸を中心に回転（公転）して検体を撹拌する、いわゆるロータリーミキサーであ
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る。撹拌機２１３Ｂは、セットされた試験管２０５の底部を高速旋回して検体を撹拌する
、いわゆるボルテックスミキサーである。撹拌機２１３Ｃは、セットされた試験管２０５
を偏心振動方式により回転（自転）して検体を撹拌する撹拌機である。
【００３１】
　加熱・冷却器２１４は、検体の加熱・冷却を行うための機器である。
【００３２】
　なお、複数の処理用機器としては、上記機器に限られず、上記機器のうち１つ以上の機
器を省略してもよいし、他の機器を含んでいてもよい。また、以下適宜、複数の処理用機
器に含まれる機器を区別なく指す場合には、単に「処理用機器」と称する。
【００３３】
　また、複数の処理用機器のうち少なくとも一部、この例では、シャーレ台２０２、ヘラ
２０３、ヘラ立て２０４、試験管２０５、試験管立て２０６Ａ，２０６Ｂ、ピペット２０
７Ａ，２０７Ｂ、ピペット立て２０８、チップ２０９、チップ立て２１０、遠心機２１２
Ｂ、及び撹拌機２１３Ｂ等は、上記テーブルＴ上に配置されている。それ以外の処理用機
器、この例では、インキュベータ２１１、遠心機２１２Ａ、撹拌機２１３Ａ，２１３Ｃ、
及び加熱・冷却器２１４等は、アーム１０３Ｌ，１０３Ｒの可動範囲内の適宜の位置（例
えばテーブルＴの周辺位置）に配置されている。さらに、アーム１０３Ｌ，１０３Ｒの可
動範囲内の適宜の位置（例えばテーブルＴ上）には、シャーレ２０１を保持するための第
３ホルダ３０３と、吸着パッド２６０（詳細は後述）に取り付けられ、シャーレ２０１の
蓋２０１Ｕ（後述の図９参照）を保持するための第４ホルダ３０４とが配置されている。
なお、これら第３及び第４ホルダ３０３，３０４の詳細については、後述する。またさら
に、図２に示すように、テーブルＴの下方には、使用済みのチップ２０９やヘラ２０３等
の消耗品を廃棄するための廃棄ボックス２５０が設置されている。
【００３４】
　次に、図３を用いて、ロボット１００の全体構成を説明する。図３（ａ）は、ロボット
１００を正面から見た正面図であり、図３（ｂ）は、ロボット１００の模式的な上面図で
ある。
【００３５】
　図３（ａ）及び図３（ｂ）において、ロボット１００は、基台１０１、胴体部１０２、
及び２つのアーム１０３Ｌ，１０３Ｒを備えた垂直多関節ロボットであり、ロボット１０
０の動作を制御するための演算器、記憶装置、入力装置等を備えたロボットコントローラ
１５０に相互通信可能に接続されている。基台１０１は、設置面（クリーンルームの床部
等）に対し図示しないアンカーボルト等により固定されている。胴体部１０２は、回転軸
Ａｘ１周りに回転駆動するアクチュエータＡｃ１が設けられた第１関節部を有している。
この胴体部１０２は、基台１０１に対し第１関節部を介して旋回可能に設置されており、
第１関節部に設けられたアクチュエータＡｃ１の駆動により上記設置面と略水平な方向に
沿って旋回する。また、胴体部１０２は、別体として構成されたアーム１０３Ｌ，１０３
Ｒを、それぞれ一方側（図３中右側）及び他方側（図３中左側）において支持する。
【００３６】
　アーム１０３Ｌは、胴体部１０２の一方側に設けられたマニピュレータであり、肩部１
０４Ｌ、上腕Ａ部１０５Ｌ、上腕Ｂ部１０６Ｌ、下腕部１０７Ｌ、手首Ａ部１０８Ｌ、手
首Ｂ部１０９Ｌ、フランジ１１０Ｌ、及びハンド１１１Ｌと、各部をそれぞれ回転駆動す
るアクチュエータＡｃ２～Ａｃ８がそれぞれ設けられた第２～第８関節部とを有している
。
【００３７】
　肩部１０４Ｌは、胴体部１０２に対し第２関節部を介して回転可能に連結されており、
第２関節部に設けられたアクチュエータＡｃ２の駆動により上記設置面に対して略水平な
回転軸Ａｘ２周りに回転する。上腕Ａ部１０５Ｌは、肩部１０４Ｌに対し第３関節部を介
して旋回可能に連結されており、第３関節部に設けられたアクチュエータＡｃ３の駆動に
より回転軸Ａｘ２に対して直交する回転軸Ａｘ３周りに旋回する。上腕Ｂ部１０６Ｌは、
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上腕Ａ部１０５Ｌの先端に対し第４関節部を介して回転可能に連結されており、第４関節
部に設けられたアクチュエータＡｃ４の駆動により回転軸Ａｘ３に対して直交する回転軸
Ａｘ４周りに回転する。下腕部１０７Ｌは、上腕Ｂ部１０６Ｌに対し第５関節部を介して
旋回可能に連結されており、第５関節部に設けられたアクチュエータＡｃ５の駆動により
回転軸Ａｘ４に対して直交する回転軸Ａｘ５周りに旋回する。手首Ａ部１０８Ｌは、下腕
部１０７Ｌの先端に対し第６関節部を介して回転可能に連結されており、第６関節部に設
けられたアクチュエータＡｃ６の駆動により回転軸Ａｘ５に対して直交する回転軸Ａｘ６
周りに回転する。手首Ｂ部１０９Ｌは、手首Ａ部１０８Ｌに対し第７関節部を介して旋回
可能に連結されており、第７関節部に設けられたアクチュエータＡｃ７の駆動により回転
軸Ａｘ６に対して直交する回転軸Ａｘ７周りに旋回する。フランジ１１０Ｌは、手首Ｂ部
１０９Ｌの先端に対し第８関節部を介して回転可能に連結されており、第８関節部に設け
られたアクチュエータＡｃ８の駆動により回転軸Ａｘ７に対して直交する回転軸Ａｘ８周
りに回転する。ハンド１１１Ｌは、フランジ１１０Ｌの先端に対し取り付けられており、
フランジ１１０Ｌの回転により従動的に回転する。
【００３８】
　アーム１０３Ｒは、胴体部１０２の他方側に設けられたマニピュレータであり、上記ア
ーム１０３Ｌと同様の構造を備えている。このアーム１０３Ｒは、肩部１０４Ｒ、上腕Ａ
部１０５Ｒ、上腕Ｂ部１０６Ｒ、下腕部１０７Ｒ、手首Ａ部１０８Ｒ、手首Ｂ部１０９Ｒ
、フランジ１１０Ｒ、及びハンド１１１Ｒと、各部をそれぞれ回転駆動するアクチュエー
タＡｃ９～Ａｃ１５がそれぞれ設けられた第９～第１５関節部とを有している。
【００３９】
　肩部１０４Ｒは、胴体部１０２に対し第９関節部を介して回転可能に連結されており、
第９関節部に設けられたアクチュエータＡｃ９の駆動により上記設置面に対して略水平な
回転軸Ａｘ９周りに回転する。上腕Ａ部１０５Ｒは、肩部１０４Ｒに対し第１０関節部を
介して旋回可能に連結されており、第１０関節部に設けられたアクチュエータＡｃ１０の
駆動により回転軸Ａｘ９に対して直交する回転軸Ａｘ１０周りに旋回する。上腕Ｂ部１０
６Ｒは、上腕Ａ部１０５Ｒの先端に対し第１１関節部を介して回転可能に連結されており
、第１１関節部に設けられたアクチュエータＡｃ１１の駆動により回転軸Ａｘ１０に対し
て直交する回転軸Ａｘ１１周りに回転する。下腕部１０７Ｒは、上腕Ｂ部１０６Ｒに対し
第１２関節部を介して旋回可能に連結されており、第１２関節部に設けられたアクチュエ
ータＡｃ１２の駆動により回転軸Ａｘ１１に対して直交する回転軸Ａｘ１２周りに旋回す
る。手首Ａ部１０８Ｒは、下腕部１０７Ｒの先端に対し第１３関節部を介して回転可能に
連結されており、第１３関節部に設けられたアクチュエータＡｃ１３の駆動により回転軸
Ａｘ１２に対して直交する回転軸Ａｘ１３周りに回転する。手首Ｂ部１０９Ｒは、手首Ａ
部１０８Ｒに対し第１４関節部を介して旋回可能に連結されており、第１４関節部に設け
られたアクチュエータＡｃ１４の駆動により回転軸Ａｘ１３に対して直交する回転軸Ａｘ
１４周りに旋回する。フランジ１１０Ｒは、手首Ｂ部１０９Ｒの先端に対し第１５関節部
を介して回転可能に連結されており、第１５関節部に設けられたアクチュエータＡｃ１５
の駆動により回転軸Ａｘ１４に対して直交する回転軸Ａｘ１５周りに回転する。ハンド１
１１Ｒは、フランジ１１０Ｒの先端に対し取り付けられており、フランジ１１０Ｒの回転
により従動的に回転する。
【００４０】
　なお、図３（ｂ）に示すように、第１関節部の回転軸Ａｘ１と第２及び第９関節部の各
回転軸Ａｘ２，Ａｘ９とは、上記設置面と略水平な方向に長さＤ１だけオフセットされる
ように、基台１０１に対して胴体部１０２が第１関節部から第２及び第９関節部にかけて
水平前方にせり出すように形成されている。これにより、肩部１０４Ｒ，１０４Ｌの下方
側の空間を作業スペースとすることができると共に、回転軸Ａｘ１を回転させることでア
ーム１０３Ｌ，１０３Ｒの可到範囲が拡大される。
【００４１】
　また、第１１関節部の回転軸Ａｘ１１と第１２関節部の回転軸Ａｘ１２とは、上面視で
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の位置が長さＤ２だけオフセットされるように、上腕Ｂ部１０６Ｒの形状が設定されてい
る。そして、第１２関節部の回転軸Ａｘ１２と第１３関節部の回転軸Ａｘ１３とは、上面
視での位置が長さＤ３だけオフセットされるように、下腕部１０７Ｒの形状が設定されて
おり、図３（ｂ）に示すように回転軸Ａｘ１１と回転軸Ａｘ１３とが略水平となる姿勢を
とったときに、回転軸Ａｘ１１と回転軸Ａｘ１３とのオフセット長さが（Ｄ２＋Ｄ３）と
なるようになっている。これにより、人間の「肘」に相当する第１２関節部を屈曲させた
ときに、人間の「上腕」に相当する上腕Ａ部１０５Ｒ及び上腕Ｂ部１０６Ｒと、人間の「
下腕」に相当する下腕Ａ部１０７Ｒとの間のクリアランスを大きく確保することができ、
ハンド１１１Ｒをより胴体部１０２に近づけた場合でもアーム１０３Ｒの動作自由度が拡
大される。
【００４２】
　さらに、図３（ｂ）では明示していないが、アーム１０３Ｌについても同様に、第４関
節部の回転軸Ａｘ４と第５関節部の回転軸Ａｘ５とは、上面視での位置が長さＤ２だけオ
フセットされるように、上腕Ｂ部１０６Ｌの形状が設定されている。そして、第５関節部
の回転軸Ａｘ５と第６関節部の回転軸Ａｘ６とは、上面視での位置が長さＤ３だけオフセ
ットされるように、下腕部１０７Ｌの形状が設定されており、回転軸Ａｘ４と回転軸Ａｘ
６とのオフセット長さが（Ｄ２＋Ｄ３）となるようになっている。
【００４３】
　また、上記第１～第１５関節部に設けられた各アクチュエータＡｃ１～Ａｃ１５は、そ
れぞれ、例えば減速機を備えたサーボモータにより構成されており、各アクチュエータＡ
ｃ１～Ａｃ１５の回転位置は、各アクチュエータＡｃ１～Ａｃ１５に内蔵された図示しな
いエンコーダからの信号として、上記ロボットコントローラ１５０に入力されるようにな
っている。
【００４４】
　また、胴体部１０２は、１つの関節部すなわち１自由度を有し、アーム１０３Ｌ，１０
３Ｒは、それぞれ、７つの関節部すなわち７自由度（冗長自由度）を有しているので、ロ
ボット１００は、全体で１５自由度を有している。ロボット１００を、冗長自由度を有す
るアーム１０３Ｌ，１０３Ｒを備えた垂直多関節ロボットとすることにより、ロボット１
００の周囲に配置された物体やロボット１００自身との干渉を回避しやすくすることがで
きる。なお、アーム１０３Ｌ，１０３Ｒの関節部の数、すなわち自由度は、本実施形態の
ように「７」に限られず、「２」以上であればよい。
【００４５】
　なお、上記のように、胴体部１０２が基台１０１に対し旋回可能に設置され、アーム１
０３Ｌ，１０３Ｒの肩部１０４Ｌ，１０４Ｒが胴体部１０２に支持されていることは、ア
ーム１０３Ｌ，１０３Ｒが基台１０１に対し（胴体部１０２を介して）旋回可能に設置さ
れていることと同等である。
【００４６】
　また、以下適宜、アーム１０３Ｌ，１０３Ｒの単体を指す場合には、単に「アーム１０
３」と称し、ハンド１１１Ｌ，１１１Ｒの単体を指す場合には、単に「ハンド１１１」と
称する。
【００４７】
　次に、図４、図５、及び図６を用いて、ハンド１１１の詳細構成を説明する。図４（ａ
）は、アーム１０３の先端側を試験管２０５と共に表す側面図であり、図４（ｂ）は、ハ
ンド１１１の把持部材の先端側を試験管２０５と共に表す平面図である。図５（ａ）及び
図５（ｂ）は、試験管２０５を長手方向に直交する方向より把持する状態の把持部材を表
す部分拡大図である。図６（ａ）は、蓋が閉じた状態の試験管２０５を表す上面図であり
、図６（ｂ）は、蓋が開いた状態の試験管２０５を表す上面図である。
【００４８】
　図４～図６において、アーム１０３の先端にそれぞれ設けられたハンド１１１は、それ
ぞれ、互いに遠近する方向に移動可能な２つの把持部材１１２を先端に有している。これ
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ら２つの把持部材１１２は、図４（ａ）及び図４（ｂ）に示すように、試験管２０５を長
手方向の開口２０５Ｏ（後述）側、すなわち長手方向開口側より把持可能に構成されてい
る。すなわち、ロボット１００は、アーム１０３のハンド１１１に設けられた２つの把持
部材１１２を用いて、試験管２０５を長手方向開口側より把持するようになっている。ま
た、２つの把持部材１１２は、断面略円弧状の第１凹部１１３をそれぞれ内側に有してお
り、図５（ａ）及び図５（ｂ）に示すように、これら第１凹部１１３を用いて、試験管２
０５を長手方向に直交する方向より把持可能に構成されている。すなわち、ロボット１０
０は、ハンド１１１に設けられた２つの把持部材１１２の第１凹部１１３を用いて、試験
管２０５を長手方向に直交する方向より把持するようになっている。さらに、２つの把持
部材１１２は、断面略矩形状の第２凹部１１４をそれぞれ上記第１凹部１１３よりもフラ
ンジ１１０Ｌ，１１０Ｒ側（図４中上側）の内側に有しており、これら第２凹部１１４を
用いて、前述の第１～第４ホルダ３０１～３０４を把持可能に構成されている。すなわち
、ロボット１００は、ハンド１１１に設けられた２つの把持部材１１２の第２凹部１１３
を用いて、第１～第４ホルダ３０１～３０４（詳細には、第１～第４ホルダ３０１～３０
４に設けられた後述の被把持部３０１Ｇ，３０２Ｇ，３０３Ｇ，３０４Ｇ）を把持するよ
うになっている。
【００４９】
　ここで、試験管２０５は、前述の撹拌機２１３Ａ～２１３Ｃや遠心機２１２Ａ，２１２
Ｂ等を用いて撹拌や遠心分離を行う際に内部に収容された検体が開口２０５Ｏから溢れな
いように、当該開口２０５Ｏを開放及び閉塞可能な蓋２０５Ｃを一体的に有している。こ
のように試験管２０５に蓋２０５Ｃが設けられている場合、試験管２０５に検体や試薬を
注入する際には、図６（ｂ）に示すように蓋２０５Ｃを開ける必要があり、試験管２０５
を撹拌機２１３Ａ～２１３Ｃや遠心機２１２Ａ，２１２Ｂに設置する際には、図６（ａ）
に示すように蓋２０５Ｃを閉じる必要がある。そこで本実施形態では、これに応じて、各
把持部材１１２が、蓋２０５Ｃを開閉操作可能な爪部１１５をそれぞれ先端に２つずつ有
している。すなわち、ロボット１００は、ハンド１１１に設けられた爪部１１５を用いて
、試験管２０５の蓋２０５Ｃを開閉操作するようになっている。
【００５０】
　次に、図７、図８、図９、及び図１０を用いて、第１～第４ホルダ３０１～３０４の詳
細を説明する。図７は、ヘラ２０３に取り付けられた第１ホルダ３０１を模式的に表す平
面図である。図８は、ピペット２０７Ａに取り付けられた第２ホルダ３０２を模式的に表
す平面図である。図９は、第３ホルダ３０３をシャーレ２０１と共に模式的に表す平面図
である。図１０は、第４ホルダ３０４を吸着パッド２６０と共に模式的に表す平面図であ
る。
【００５１】
　図７に示すように、ヘラ２０３には、第１ホルダ３０１が取り付けられている。第１ホ
ルダ３０１は、筒形状に形成され、ヘラ２０３を保持可能な保持部３０１Ｍと、上記２つ
の把持部材１１２の第２凹部１１４に嵌合し、２つの把持部材１１２が把持可能な被把持
部３０１Ｇとを有している。すなわち、ロボット１００は、ハンド１１１に設けられた２
つの把持部材１１２の第２凹部１１４を用いて、被把持部３０１Ｇを把持する。言い換え
れば、ハンド１１１で、第１ホルダ３０１を介してヘラ２０３を把持する。そして、第１
ホルダ３０１を介してヘラ２０３を操作することで、検体を掻き混ぜる処理を行うように
なっている。
【００５２】
　また、図８に示すように、ピペット２０７Ａは、本体部２１７と、この本体部２１７の
長手方向一方側（図８中上側）端部に設けられた、吸引及び注入操作を行うためのプッシ
ュボタン２１８（操作部）とを有している。本体部２１７には、第２ホルダ３０２が取り
付けられている。第２ホルダ３０２は、略コの字形状に形成され、ピペット２０７Ａ（又
はピペット２０７Ｂ）を保持する保持部３０２Ｍと、上記２つの把持部材１１２の第２凹
部１１４に嵌合し、２つの把持部材１１２が把持可能な被把持部３０２Ｇとを有している
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。すなわち、ロボット１００は、一方のハンド１１１に設けられた２つの把持部材１１２
の第２凹部１１４を用いて、被把持部３０２Ｇを把持する。言い換えれば、一方のハンド
１１１で、第２ホルダ３０２を介して本体部２１７を把持する。そして、他方のアーム１
０３のハンド１１１で、プッシュボタン２１８を操作することで、試薬や上澄み液の吸引
・注入等のピペット２０７Ａを用いた処理を行うようになっている。なお、図８ではピペ
ット２０７Ａに取り付けた第２ホルダ３０２を図示したが、前述のようにピペット２０７
Ｂにも同様に第２ホルダ３０２が取り付けられている。
【００５３】
　また、図９に示すように、シャーレ２０１は、検体が収納される底皿２０１Ｄと、この
底皿２０１Ｄに覆い被さるように設置される蓋２０１Ｕとから構成されている。第３ホル
ダ３０３は、例えばエアチャックと同様の手法を用いて空気圧を制御することにより、互
いに遠近する方向に移動可能な２つのシャーレ用把持部材３０３Ｍと、上記２つの把持部
材１１２の第２凹部１１４に嵌合し、２つの把持部材１１２が把持可能な被把持部３０３
Ｇとを有している。すなわち、ロボット１００は、ハンド１１１に設けられた２つの把持
部材１１２の第２凹部１１４を用いて、被把持部３０３Ｇを把持し、ハンド１１１で、２
つのシャーレ用把持部材３０３Ｍを操作することで、シャーレ２０１を把持する。言い換
えれば、ハンド１１１で、第３ホルダ３０３を介してシャーレ２０１を把持する。そして
、インキュベータ２１１からシャーレ２０１を取り出して、その取り出したシャーレ２０
１をシャーレ台２０２に移動させ載置するようになっている。
【００５４】
　また、図１０に示すように、吸着パッド２６０は、シャーレ２０１の蓋２０１Ｕを吸着
して持ち上げるための機器であり、この吸着パッド２６０には、第４ホルダ３０４が取り
付けられている。第４ホルダ３０４は、上記２つの把持部材１１２の第２凹部１１４に嵌
合し、２つの把持部材１１２が把持可能な被把持部３０４Ｇを有している。すなわち、ロ
ボット１００は、ハンド１１１に設けられた２つの把持部材１１２の第２凹部１１４を用
いて、被把持部３０４Ｇを把持する。言い換えれば、ハンド１１１で、第４ホルダ３０４
を介して吸着パッド２６０を把持する。そして、第４ホルダ３０４を介して吸着パッド２
６０を操作することで、シャーレ２０１の蓋２０１Ｕを持ち上げるようになっている。
【００５５】
　次に、図１１、図１２、図１３、及び図１４を用いて、ロボット１００の動作の一例を
説明する。図１１は、ロボット１００が第３ホルダ３０３を用いてシャーレ２０１を移動
している状態を表す斜視図である。図１２は、ロボット１００が吸着パッド２６０を用い
てシャーレ２０１の蓋２０１Ｕを開けた後の状態を表す斜視図である。図１３は、ロボッ
ト１００がピペット２０７Ａを用いた処理を行っている状態を表す斜視図である。図１４
は、ロボット１００がヘラ２０３を用いた検体を掻き混ぜる処理を行っている状態を表す
斜視図である。なお、これら図１１～図１４では、各ハンド１１１Ｌ，１１１Ｒに設けら
れた２つの把持部材１１２を、第１凹部１１３、第２凹部１１４、及び爪部１１５を省略
した状態で図示している。
【００５６】
　図１１～図１４において、ロボット１００は、前述のロボットコントローラ１５０から
動作開始の指令が入力されるまでは動作を開始せず、待機している。そして、ロボットコ
ントローラ１５０から動作開始の指令が入力されたら動作を開始する。なお、ロボット１
００の動作は、ロボットコントローラ１５０により制御されている。なお、以下の動作の
説明において、アーム１０３Ｒ，１０３Ｌのうちいずれのアームを用いるかは一例であり
、反対側のアームを用いてもよいし、片方のアームを用いて行う作業を両方のアームを協
働させて行ってもよい。
【００５７】
　図１１に示すように、ロボット１００は、アーム１０３Ｒを揺動させ、ハンド１１１Ｒ
に設けられた２つの把持部材１１２の上記第２凹部１１４を用いて、第３ホルダ３０３の
被把持部３０３Ｇを把持する。その後、ハンド１１１Ｒで、第３ホルダ３０３に設けられ
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た２つのシャーレ用把持部材３０３Ｍを操作することで、前述のインキュベータ２１１に
収容されたシャーレ２０１を把持し、インキュベータ２１１からシャーレ２０１を取り出
し、その取り出したシャーレ２０１を前述のシャーレ台２０２に載置する。
【００５８】
　またこのとき、図１２に示すように、ロボット１００は、アーム１０３Ｌを揺動させ、
ハンド１１１Ｌに設けられた２つの把持部材１１２の第２凹部１１４を用いて、吸着パッ
ド２６０に取り付けられた第４ホルダ３０４の被把持部３０４Ｇを把持する。そして、ハ
ンド１１１Ｌで、第４ホルダ３０４を介して吸着パッド２６０を操作することで、上記シ
ャーレ台２０２に載置したシャーレ２０１の蓋２０１Ｕを吸着して持ち上げる。なお、こ
こでは吸着パッド２６０を使用してシャーレ２０１の蓋２０１Ｕを持ち上げる場合を説明
したが、吸着パッド２６０を用いずに、第３ホルダ３０３を使用して蓋２０１Ｕを持ち上
げてもよい。
【００５９】
　その後、ロボット１００は、アーム１０３Ｒを揺動させ、ハンド１１１Ｒに設けられた
２つの把持部材１１２の第２凹部１１４を用いて、前述のピペット２０７Ｂに取り付けら
れた第２ホルダ３０２の被把持部３０２Ｇを把持する。そして、ハンド１１１Ｒで、第２
ホルダ３０２を介してピペット２０７Ｂを操作することで、上記シャーレ台２０２に載置
したシャーレ２０１の底皿２０１Ｄ内の上澄み液をバキューム吸引する。
【００６０】
　その後、図１３に示すように、ロボット１００は、アーム１０３Ｒを揺動させ、ハンド
１１１Ｒに設けられた２つの把持部材１１２の第２凹部１１４を用いて、ピペット２０７
Ａの本体部２１７に取り付けられた第２ホルダ３０２の被把持部３０２Ｇを把持する。そ
して、ハンド１１１Ｒで把持しているピペット２０７Ａの先端に、前述のチップ２０９を
取り付ける。その後、アーム１０３Ｌを揺動させ、ハンド１１１Ｌで、プッシュボタン２
１８を操作することで、チップ２０９を介して試薬を吸引し、その吸引した試薬を上記シ
ャーレ台２０２に載置したシャーレ２０１の底皿２０１Ｄに注入する。注入後、ロボット
１００はアーム１０３Ｒを揺動させてハンド１１１ＲをテーブルＴの下方に移動し、所定
の操作によりピペット２０７Ａの先端から使用済みのチップ２０９を取り外し、廃棄ボッ
クス２５０に廃棄する。以下、チップ２０９を用いる場合は同様である。
【００６１】
　そして、図１４に示すように、ロボット１００は、アーム１０３Ｌを揺動させ、ハンド
１１１Ｌに設けられた２つの把持部材１１２の第２凹部１１４を用いて、ヘラ２０３に取
り付けられた第１ホルダ３０１の被把持部２０１Ｇを把持する。その後、ハンド１１１Ｌ
で、第１ホルダ３０１を介してヘラ２０３を操作することで、上記シャーレ台２０２に載
置したシャーレ２０１の底皿２０１Ｄ内の検体を掻き混ぜる。掻き混ぜ後、ロボット１０
０はアーム１０３Ｌを揺動させてハンド１１１ＬをテーブルＴの下方に移動し、使用済み
のヘラ２０３を廃棄ボックス２５０に廃棄する。
【００６２】
　そして、ロボット１００は、アーム１０３Ｌを揺動させ、ハンド１１１Ｌに設けられた
爪部１１５を用いて、前述の試験管２０５の蓋２０５Ｃを開ける。その後、上記図１３に
示した場合と同様、アーム１０３Ｒのハンド１１１Ｒで、ピペット２０７Ａに取り付けら
れた第２ホルダ３０２の被把持部３０２Ｇを把持し、ハンド１１１Ｒで把持しているピペ
ット２０７Ａの先端に、チップ２０９を取り付ける。そして、アーム１０３Ｌのハンド１
１１Ｌで、プッシュボタン２１８を操作することで、チップ２０９を介して上記シャーレ
台２０２に載置したシャーレ２０１の底皿２０１Ｄ内の上澄み液（検体）を吸引し、その
吸引した検体を上記蓋２０５Ｃを開けた試験管２０５に注入する。
【００６３】
　その後、ロボット１００は、アーム１０３Ｌを揺動させ、ハンド１１１Ｌに設けられた
爪部１１５を用いて、上記検体を注入した試験管２０５の蓋２０５Ｃを閉じる。そして、
アーム１０３Ｌを揺動させ、ハンド１１１Ｌに設けられた２つの把持部材１１２を用いて
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、上記検体を注入した試験管２０５を長手方向開口側より把持する。その後、アーム１０
３Ｌを揺動させ、ハンド１１１Ｌで把持している試験管２０５を、前述の加熱・冷却器２
１４にセットし、検体を一定の時間加熱又は冷却する。
【００６４】
　そして、一定の時間が経過したら、ロボット１００は、アーム１０３Ｌのハンド１１１
Ｌで、上記加熱・冷却器２１４にセットした試験管２０５を長手方向開口側より把持し、
加熱・冷却器２１４から試験管２０５を取り出す。その後、アーム１０３Ｌを揺動させ、
ハンド１１１Ｌで把持している試験管２０５を、前述の遠心機２１２Ａにセットし、検体
を一定の時間遠心分離する。
【００６５】
　そして、一定の時間が経過したら、ロボット１００は、アーム１０３Ｌのハンド１１１
Ｌで、上記遠心機２１２Ａにセットした試験管２０５を長手方向開口側より把持し、遠心
機２１２Ａから試験管２０５を取り出す。その後、アーム１０３Ｌを揺動させ、ハンド１
１１Ｌで把持している試験管２０５を試験管立て２０６Ａに収容する。
【００６６】
　そして、ロボット１００は、上記と同様、アーム１０３Ｌのハンド１１１Ｌに設けられ
た爪部１１５を用いて、上記試験管立て２０６Ａに収容した試験管２０５の蓋２０５Ｃを
開ける。その後、上記と同様、アーム１０３Ｒのハンド１１１Ｒで、ピペット２０７Ｂに
取り付けられた第２ホルダ３０２の被把持部３０２Ｇを把持し、上記蓋２０５Ｃを開けた
試験管２０５内の上澄み液をバキューム吸引する。
【００６７】
　そして、ロボット１００は、上記図１３に示した場合と同様、アーム１０３Ｒのハンド
１１１Ｒで、ピペット２０７Ａに取り付けられた第２ホルダ３０２の被把持部３０２Ｇを
把持し、ハンド１１１Ｒで把持しているピペット２０７Ａの先端に、チップ２０９を取り
付ける。そして、アーム１０３Ｌのハンド１１１Ｌで、プッシュボタン２１８を操作する
ことで、チップ２０９を介して試薬を吸引し、その吸引した試薬を上記蓋２０５Ｃを開け
た試験管２０５に注入する。
【００６８】
　その後、ロボット１００は、上記と同様、アーム１０３Ｌのハンド１１１Ｌに設けられ
た爪部１１５を用いて、上記試薬を注入した試験管２０５の蓋２０５Ｃを閉じる。そして
、アーム１０３Ｌのハンド１１１Ｌに設けられた２つの把持部材１１２を用いて、上記試
薬を注入した試験管２０５を長手方向開口側より把持する。その後、アーム１０３Ｌを揺
動させ、ハンド１１１Ｌで把持している試験管２０５を前述の撹拌機２１３Ｂにセットし
、検体を一定の時間撹拌する。そして、アーム１０３Ｌを揺動させ、上記と同様、ハンド
１１１Ｌで把持している試験管２０５を遠心機２１２Ａにセットし、検体を一定の時間遠
心分離する。
【００６９】
　その後、一定の時間が経過したら、ロボット１００は、上記と同様、アーム１０３Ｌの
ハンド１１１Ｌで、上記遠心機２１２Ａにセットした試験管２０５を長手方向開口側より
把持し、遠心機２１２Ａから試験管２０５を取り出す。そして、アーム１０３Ｌを揺動さ
せ、ハンド１１１Ｌで把持している試験管２０５を試験管立て２０６Ａに収容する。
【００７０】
　その後、ロボット１００は、上記と同様、アーム１０３Ｌのハンド１１１Ｌに設けられ
た爪部１１５を用いて、上記試験管立て２０６Ａに収容した試験管２０５の蓋２０５Ｃ、
及び、別の試験管２０５の蓋２０５Ｃを開ける。そして、上記図１３に示した場合と同様
、アーム１０３Ｒのハンド１１１Ｒで、ピペット２０７Ａに取り付けられた第２ホルダ３
０２の被把持部３０２Ｇを把持し、ハンド１１１Ｒで把持しているピペット２０７Ａの先
端に、チップ２０９を取り付ける。そして、アーム１０３Ｌのハンド１１１Ｌで、プッシ
ュボタン２１８を操作することで、チップ２０９を介して上記蓋２０５Ｃを開けた試験管
２０５内の上澄み液（検体）を吸引し、その吸引した検体を上記蓋２０５Ｃを開けた別の
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試験管２０５に注入する。
【００７１】
　その後、ロボット１００は、上記と同様、アーム１０３Ｌのハンド１１１Ｌに設けられ
た爪部１１５を用いて、上記検体を注入した試験管２０５の蓋２０５Ｃを閉じる。そして
、アーム１０３Ｌのハンド１１１Ｌに設けられた２つの把持部材１１２を用いて、上記検
体を注入した試験管２０５を長手方向開口側より把持する。その後、アーム１０３Ｌを揺
動させ、ハンド１１１Ｌで把持している試験管２０５を振ることにより検体を撹拌する。
そして、アーム１０３Ｌを揺動させ、ハンド１１１Ｌで把持している試験管２０５を前述
の撹拌機２１３Ａにセットし、検体を一定の時間撹拌する。
【００７２】
　その後、一定の時間が経過したら、ロボット１００は、アーム１０３Ｌのハンド１１１
Ｌで、上記撹拌機２１３Ａにセットした試験管２０５を長手方向開口側より把持し、遠心
機２１２Ａから試験管２０５を取り出す。なお、このとき、アーム１０３Ｒに設けられた
２つの把持部材１１２の第１凹部１１３を用いて、ハンド１１１Ｌで把持している試験管
２０５を長手方向に直交する方向より把持することで、試験管２０５を持ち替えてもよい
。そして、アーム１０３Ｌ（試験管２０５を持ち替えた場合にはアーム１０３Ｒ）を揺動
させ、ハンド１１１Ｌ（試験管２０５を持ち替えた場合にはハンド１１１Ｒ）で把持して
いる試験管２０５を前述の試験管立て２０６Ｂに収容し、検体を磁気分離する。
【００７３】
　その後、ロボット１００は、上記と同様、アーム１０３Ｌのハンド１１１Ｌに設けられ
た爪部１１５を用いて、上記試験管立て２０６Ｂに収容した試験管２０５の蓋２０５Ｃを
開ける。そして、上記と同様、アーム１０３Ｒのハンド１１１Ｒで、ピペット２０７Ｂに
取り付けられた第２ホルダ３０２の被把持部３０２Ｇを把持し、上記蓋２０５Ｃを開けた
試験管２０５内の上澄み液をバキューム吸引する。
【００７４】
　その後、ロボット１００は、上記図１３に示した場合と同様、アーム１０３Ｒのハンド
１１１Ｒで、ピペット２０７Ａに取り付けられた第２ホルダ３０２の被把持部３０２Ｇを
把持し、ハンド１１１Ｒで把持しているピペット２０７Ａの先端に、チップ２０９を取り
付ける。そして、アーム１０３Ｌのハンド１１１Ｌで、プッシュボタン２１８を操作する
ことで、チップ２０９を介して試薬を吸引し、その吸引した試薬を上記蓋２０５Ｃを開け
た試験管２０５に注入する。
【００７５】
　その後、ロボット１００は、上記と同様、アーム１０３Ｌのハンド１１１Ｌに設けられ
た爪部１１５を用いて、上記試薬を注入した試験管２０５の蓋２０５Ｃを閉じる。そして
、アーム１０３Ｒのハンド１１１Ｒに設けられた２つの把持部材１１２を用いて、上記試
薬を注入した試験管２０５を長手方向開口側より把持する。その後、アーム１０３Ｒを揺
動させ、ハンド１１１Ｒで把持している試験管２０５を前述の撹拌機２１３Ｃにセットし
、検体を一定の時間撹拌する。
【００７６】
　その後、一定の時間が経過したら、ロボット１００は、アーム１０３Ｒのハンド１１１
Ｒで、上記撹拌機２１３Ｃにセットした試験管２０５を長手方向開口側より把持し、撹拌
機２１３Ｃから試験管２０５を取り出す。そして、アーム１０３Ｒを揺動させ、ハンド１
１１Ｒで把持している試験管２０５を試験管立て２０６Ｂに収容し、検体を磁気分離する
。
【００７７】
　その後、ロボット１００は、上記と同様、アーム１０３Ｌのハンド１１１Ｌに設けられ
た爪部１１５を用いて、上記試験管立て２０６Ｂに収容した試験管２０５の蓋２０５Ｃを
開ける。そして、上記図１３に示した場合と同様、アーム１０３Ｒのハンド１１１Ｒで、
ピペット２０７Ａに取り付けられた第２ホルダ３０２の被把持部３０２Ｇを把持し、ハン
ド１１１Ｒで把持しているピペット２０７Ａの先端に、チップ２０９を取り付ける。そし
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て、アーム１０３Ｌのハンド１１１Ｌで、プッシュボタン２１８を操作することで、チッ
プ２０９を介して試薬を吸引し、その吸引した試薬を上記蓋２０５Ｃを開けた試験管２０
５に注入する。
【００７８】
　その後、ロボット１００は、上記と同様、アーム１０３Ｌのハンド１１１Ｌに設けられ
た爪部１１５を用いて、上記試薬を注入した試験管２０５の蓋２０５Ｃを閉じる。そして
、アーム１０３Ｌのハンド１１１Ｌに設けられた２つの把持部材１１２を用いて、上記試
薬を注入した試験管２０５を長手方向開口側より把持する。その後、アーム１０３Ｌを揺
動させ、ハンド１１１Ｌで把持している試験管２０５を前述の遠心機２１２Ｂにセットし
、検体を一定の時間遠心分離する。
【００７９】
　そして、一定の時間が経過したら、ロボット１００は、アーム１０３Ｌのハンド１１１
Ｌで、上記遠心機２１２Ｂにセットした試験管２０５を長手方向開口側より把持し、遠心
機２１２Ｂから試験管２０５を取り出す。その後、アーム１０３Ｌを揺動させ、ハンド１
１１Ｌで把持している試験管２０５を撹拌機２１３Ｂにセットし、検体を一定の時間撹拌
する。そして、アーム１０３Ｌを揺動させ、上記と同様、ハンド１１１Ｌで把持している
試験管２０５を加熱・冷却器２１４にセットし、検体を一定の時間加熱又は冷却する。
【００８０】
　その後、一定の時間が経過したら、ロボット１００は、アーム１０３Ｌのハンド１１１
Ｌで、上記加熱・冷却器２１４にセットした試験管２０５を長手方向開口側より把持し、
加熱・冷却器２１４から試験管２０５を取り出す。以上により、ロボット１００は、所定
の工程からなる処理を終了する。
【００８１】
　なお、上記において、前述の作業領域ＷＴ（図１参照）に配置されたシャーレ台２０２
上でアーム１０３が検体に対し行う各作業、例えば、ピペット２０７Ｂによる上澄み液の
バキューム吸引、ピペット２０７Ａによる試薬の注入、ヘラ２０３による検体の掻き混ぜ
等の作業は、各請求項記載の所定の作業に相当する。
【００８２】
　以上説明したように、本実施形態の検体処理システム１は、ロボット１００と、複数の
処理用機器とを備えている。そして、複数の処理用機器は全て、ロボット１００のアーム
１０３Ｌ，１０３Ｒの可動範囲内に配置されており、ロボット１００は、アーム１０３Ｌ
，１０３Ｒで処理用機器を使用しつつ、検体に対し所定の工程からなる処理を実行する。
【００８３】
　このとき、本実施形態では、ロボット１００がアーム１０３Ｌ，１０３Ｒを用いて処理
用機器を使用するので、改良された専用の処理用機器を用いる必要がなく、作業者が手作
業で処理を行う際に用いていた汎用の処理用機器を使用することができる。すなわち、ロ
ボット１００は、アーム１０３Ｌ，１０３Ｒで、検体の入ったシャーレ２０１や試験管２
０５を所定の順番でシャーレ台２０２や試験管立て２０６Ａ，２０６Ｂ、撹拌機２１３Ａ
～２１３Ｃ、遠心機２１２Ａ，２１２Ｂ、加熱・冷却器２１４等に移動させ、所定の工程
からなる処理を実行することができる。したがって、作業者が使用していた汎用の処理用
機器をそのまま活用しつつ、検体に対する処理工程の自動化を実現することができる。ま
た、汎用の処理用機器を活用できるので、処理を自動化する際に処理用機器の重複による
コストの増大を招くことがない。
【００８４】
　また、本実施形態では、作業者をロボット１００に代替したシステム構成を実現するこ
とができる。これにより、ロボット１００はアーム１０３Ｌ，１０３Ｒの多関節構造によ
り人間には無理な姿勢や動作を行うことができるので、作業者が処理作業を行う場合に比
べ、処理用機器をより狭いスペース内に集中配置することができる。したがって、配置ス
ペースを削減することができる。さらに、検体に対し行う処理工程のうち、例えばピペッ
ト２０７Ａによる吸引・注入、ヘラ２０３による検体の掻き混ぜ、試験管２０５を振るこ



(16) JP 2012-117879 A 2012.6.21

10

20

30

40

50

とによる検体の撹拌等については、処理結果が作業者の熟練度に左右される性質があり、
作業者が異なると処理結果にばらつきが生じるという問題があるが、ロボット１００が行
うことによってそのようなばらつきを無くし、精度の良い処理を行うことができる。
【００８５】
　また、本実施形態では特に、ロボット１００が、別体として構成された２つのアーム１
０３Ｌ，１０３Ｒと、これら２つのアームを支持する胴体部１０２とを備えている。そし
て、胴体部１０２が、２つのアーム１０３Ｌ，１０３Ｒを一方側及び他方側において支持
する。ロボット１００が、別体として構成された２つのアーム１０３Ｌ，１０３Ｒを備え
ているので、各アーム１０３で別々の作業を並行して行うことができ、検体の処理を迅速
に行うことができる。また、両方のアーム１０３を用いた複雑な作業を実行することもで
きる。さらに、２つのアーム１０３Ｌ，１０３Ｒは、胴体部１０２を挟みその一方側及び
他方側において支持されているので、各アーム１０３は、互いに干渉することなく独立し
た作業を行うことができる。
【００８６】
　また、本実施形態では特に、アーム１０３Ｌ，１０３Ｒが、互いに遠近する方向に移動
可能な２つの把持部材１１２を備えたハンド１１１Ｌ，１１１Ｒをそれぞれ先端に有して
いる。これにより、ハンド１１１で試験管２０５を把持し、試験管２０５の移動等を行う
ことができる。また、ピペット２０７Ａ，２０７Ｂ、ヘラ２０３、シャーレ２０１等の処
理用機器を保持するための各種ホルダ３０１～３０４を把持することができ、このような
複数種類の処理用機器を用いて検体に対し多様な処理を実行することができる。
【００８７】
　また、本実施形態では特に、ハンド１１１の２つの把持部材１１２が、試験管２０５を
長手方向開口側より把持可能であると共に、試験管２０５を長手方向に直交する方向より
把持可能に構成されている。これにより、ハンド１１１は、試験管２０５を長手方向開口
側からと、長手方向に直交する方向からの２通りの方法で把持することができるので、試
験管２０５を設置する撹拌機２１３Ａ～２１３Ｃや遠心機２１２Ａ，２１２Ｂ等の形状や
仕様に応じて把持方法を変更する等、試験管２０５の操作の自由度を向上することができ
る。
【００８８】
　また、本実施形態では特に、ハンド１１１の２つの把持部材１１２が、断面略円弧状の
第１凹部１１３をそれぞれ内側に有している。これにより、ハンド１１１は、断面略円弧
状の第１凹部１１３を用いて試験管２０５を長手方向に直交する方向より確実に把持する
ことができる。
【００８９】
　また、本実施形態では特に、試験管２０５には、開口２０５Ｏを開放及び閉塞可能な蓋
２０５Ｃが設けられている。そして、ハンド１１１の各把持部材１１２は、試験管２０５
の蓋２０５Ｃを開閉操作可能な爪部１１５をそれぞれ先端に有している。これにより、ハ
ンド１１１は、把持部材１１２の爪部１１５を用いて、試験管２０５に試薬を注入する際
等には蓋２０５Ｃを開き、試験管２０５を撹拌機２１３Ａ～２１３Ｃや遠心機２１２Ａ，
２１２Ｂ等に設置する際には蓋２０５Ｃを閉じるといったように、必要に応じて試験管２
０５の蓋２０５Ｃを円滑に開閉操作することができる。
【００９０】
　また、本実施形態では特に、複数の処理用機器は、シャーレ２０１、ヘラ２０３、及び
ピペット２０７Ａ，２０７Ｂを含んでいる。そして、ハンド１１１の２つの把持部材１１
２は、シャーレ２０１、ヘラ２０３、及びピペット２０７Ａ，２０７Ｂ等を保持するため
の複数のホルダ３０１～３０４を把持可能に構成されている。すなわち、ハンド１１１は
、把持部材１１２を用いて、検体を収納するシャーレ２０１、検体を掻き混ぜるためのヘ
ラ２０３、ピペット２０７Ａ，２０７Ｂ等の処理用機器を保持するための各種ホルダ３０
１～３０４を把持することができるので、このような複数種類の処理用機器を用いて検体
に対し多様な処理を実行することができる。
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【００９１】
　また、本実施形態では特に、ハンド１１１の先端の２つの把持部材１１２が、断面略矩
形状の第２凹部１１４をそれぞれ内側に有している。これにより、ハンド１１１は、断面
略矩形状の第２凹部１１４を用いて、シャーレ２０１、ヘラ２０３、及びピペット２０７
Ａ，２０７Ｂ等の処理用機器を保持するための各種ホルダ３０１～３０４を確実に把持す
ることができる。さらに、ホルダ３０１～３０４を把持するための第２凹部１１４を矩形
状とすることにより、処理用機器を保持したホルダ３０１～３０４が外力によりハンド１
１１に対して回転することを防止できる。
【００９２】
　また、本実施形態では特に、複数の処理用機器は、本体部２１７と、この本体部２１７
の長手方向一方側端部に設けられた吸引及び注入操作を行うためのプッシュボタン２１８
とを有するピペット２０７Ａを含んでいる。そして、ロボット１００は、一方のアーム１
０３のハンド１１１で本体部２１７を把持し、他方のアーム１０３のハンド１１１でプッ
シュボタン２１８を操作することで、ピペット２０７Ａを用いた処理を行う。このように
して、ピペット２０７Ａを用いた処理をロボット１００が実行することにより、吸引量及
び注入量のばらつきを無くし、精度の良い処理を実行することができる。
【００９３】
　また、本実施形態では特に、複数の処理用機器の少なくとも一部、上記の例では、シャ
ーレ台２０２、ヘラ２０３、ヘラ立て２０４、試験管２０５、試験管立て２０６Ａ，２０
６Ｂ、ピペット２０７Ａ，２０７Ｂ、ピペット立て２０８、チップ２０９、チップ立て２
１０、遠心機２１２Ｂ、及び撹拌機２１３Ｂ等は、テーブルＴ上に配置されている。そし
て、テーブルＴの下方に、廃棄ボックス２５０が設置されている。処理用機器が配置され
たテーブルＴの下方に廃棄ボックス２５０を設置することにより、ピペット２０７Ａの先
端に取り付けるチップ２０９等の消耗品を、使用後に直ちに廃棄することができる。また
、テーブルＴの下方に廃棄ボックス２５０を設置することで、廃棄ボックス２５０がテー
ブルＴで覆われた構造となるため、廃棄物の周囲への飛散を抑制できる効果もある。
【００９４】
　なお、本発明は、上記実施形態に限られるものではなく、その趣旨及び技術的思想を逸
脱しない範囲内で種々の変形が可能である。以下、そのような変形例を順を追って説明す
る。
【００９５】
　（１）一部の処理用機器を直線状に配置する場合
　すなわち、試験管立て２０６Ａ、ピペット立て２０８、及び作業領域ＷＴを、ロボット
１００の基台１０１の一方向側に略直線状になるように配置してもよい。
【００９６】
　図１５は、本変形例の検体処理システム１の各構成要素を上方から見た上面図である。
なお、この図１５は、前述の図２に対応する図である。
【００９７】
　図１５において、本変形例の検体処理システム１は、前述のロボット１００と、このロ
ボット１００のアーム１０３Ｌ，１０３Ｒの可動範囲内に配置された、前述の複数の処理
用機器とを有している。なお、図１５では、複数の処理用機器のうち、シャーレ台２０２
、試験管２０５、試験管立て２０６Ａ、ピペット２０７Ａ、及びピペット立て２０８だけ
を図示し、それ以外の処理用機器の図示を省略すると共に、前述の第１～第４ホルダ３０
１～３０４や前述の吸着パッド２６０の図示を省略している。
【００９８】
　ここで、本変形例では、ロボット１００の基台１０１の一方向側（図１５中下側）に、
テーブルＴが設けられている。そして、試験管２０５が設置された試験管立て２０６Ａと
、ピペット２０７Ａが設置されたピペット立て２０８と、シャーレ台２０２が設置された
前述の作業領域ＷＴとが、テーブルＴ上、この例では基台１０１から見てテーブルＴの左
右方向（図１５中左右方向）の略中央位置上に、略直線状となるように配置されている。
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それ以外の処理用機器は、ロボット１００のアーム１０３Ｌ，１０３Ｒの可動範囲内の適
宜の位置（例えばテーブルＴ上やテーブルＴの周辺位置）に配置されている。また、図示
を省略しているが、テーブルＴの下方には、前述の廃棄ボックス２５０が設置されている
。
【００９９】
　上記のように処理用機器が配置された本変形例においても、ロボット１００は、上記実
施形態と同様に、アーム１０３Ｌ，１０３Ｒを揺動させ、前述のハンド１１１Ｌ，１１１
Ｒで処理用機器を使用しつつ、検体に対し所定の工程からなる処理を実行する。
【０１００】
　本変形例によれば、上記実施形態と同様、作業者が使用していた汎用の処理用機器をそ
のまま活用しつつ、検体に対する処理工程の自動化を実現することができる。また、本変
形例では次のような効果も得ることができる。すなわち、検体に対し所定の工程からなる
処理を行う際には、試験管２０５やピペット２０７Ａが必須であり、アーム１０３Ｌ，１
０３Ｒにより使用される頻度が高い。本変形例ではこれに対応し、試験管２０５が設置さ
れる試験管立て２０６Ａと、ピペット２０７Ａが設置されるピペット立て２０８と、シャ
ーレ台２０２が設置される作業領域ＷＴとを、基台１０１の一方向側に略直線状となるよ
うに配置している。これにより、アーム１０３Ｌ，１０３Ｒが試験管２０５及びピペット
２０７Ａの設置位置と作業領域ＷＴとの間を往復する距離を短くすることができる。その
結果、検体の処理を迅速に行うことができる。
【０１０１】
　（２）一部の処理用機器を左右に分けて配置する場合
　すなわち、試験管立て２０６Ａ及びピペット立て２０８を、ロボット１００の基台１０
１から見て作業領域ＷＴの左右方向一方側及び他方側に分けて配置してもよい。
【０１０２】
　図１６は、本変形例の検体処理システム１の各構成要素を上方から見た上面図である。
なお、この図１６は、前述の図２及び図１５に対応する図である。
【０１０３】
　図１６において、本変形例の検体処理システム１は、前述のロボット１００と、このロ
ボット１００のアーム１０３Ｌ，１０３Ｒの可動範囲内に配置された、前述の複数の処理
用機器とを有している。なお、図１６では、複数の処理用機器のうち、シャーレ台２０２
、試験管２０５、試験管立て２０６Ａ、ピペット２０７Ａ、及びピペット立て２０８だけ
を図示し、それ以外の処理用機器の図示を省略すると共に、前述の第１～第４ホルダ３０
１～３０４や前述の吸着パッド２６０の図示を省略している。
【０１０４】
　ここで、本変形例では、ロボット１００の基台１０１の一方向側（図１６中下側）に、
テーブルＴが設けられている。そして、シャーレ台２０２が設置された前述の作業領域Ｗ
Ｔが、テーブルＴ上、この例では基台１０１から見てテーブルＴの左右方向（図１６中左
右方向）の略中央位置上に、配置されている。またこれと共に、試験管２０５が設置され
た試験管立て２０６Ａ、及び、ピペット２０７Ａが設置されたピペット立て２０８が、テ
ーブルＴ上の、基台１０１から見て作業領域ＷＴの左右方向一方側（図１６中左側）及び
他方側（図１６中右側）に分けて配置されている。それ以外の処理用機器は、ロボット１
００のアーム１０３Ｌ，１０３Ｒの可動範囲内の適宜の位置（例えばテーブルＴ上やテー
ブルＴの周辺位置）に配置されている。また、図示を省略しているが、テーブルＴの下方
には、前述の廃棄ボックス２５０が設置されている。
【０１０５】
　上記のように処理用機器が配置された本変形例においても、ロボット１００は、上記実
施形態と同様に、アーム１０３Ｌ，１０３Ｒを揺動させ、前述のハンド１１１Ｌ，１１１
Ｒで処理用機器を使用しつつ、検体に対し所定の工程からなる処理を実行する。
【０１０６】
　本変形例によれば、上記実施形態と同様、作業者が使用していた汎用の処理用機器をそ
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のまま活用しつつ、検体に対する処理工程の自動化を実現することができる。また、本変
形例では、シャーレ台２０２が設置される作業領域ＷＴを、基台１０１の一方向側に配置
すると共に、試験管２０５及びピペット２０７Ａが設置される試験管立て２０６及びピペ
ット立て２０８を、作業領域ＷＴの左右方向一方側及び他方側に分けて配置している。こ
れにより、試験管２０５を用いる処理に関連する処理用機器（例えば試験管立て２０６Ｂ
等）については作業領域ＷＴの左右方向一方側に、ピペット２０７Ａを用いる処理に関連
する処理用機器（例えばチップ立て２１０等）については作業領域ＷＴの左右方向他方側
に、それぞれ集中して配置することができ、機能に応じて分配された配置を実現すること
ができる。その一方で、作業領域ＷＴを試験管立て２０６Ａとピペット立て２０８との間
の中央に配置するので、アーム１０３Ｌ，１０３Ｒが試験管２０５の設置位置と作業領域
ＷＴとの間、ピペット２０７Ａの設置位置と作業領域ＷＴとの間を往復する距離を、それ
ぞれ短くすることができる。その結果、検体の処理を迅速に行うことができる。また、処
理用機器を作業領域ＷＴの左右方向一方側及び他方側に機能に応じて分配して配置した場
合には、各アーム１０３を左右方向一方側及び他方側の各機能に専ら対応させて作業させ
ることができるので、検体の処理を効率良く行うことができる。
【０１０７】
　（３）処理用機器を円周上且つ放射線状配置する場合
　すなわち、複数の処理用機器を、ロボット１００の基台１０１を中心とする略円周上に
、放射線状の向きとなるように配置してもよい。
【０１０８】
　図１７は、本変形例の検体処理システム１の各構成要素を上方から見た上面図である。
なお、この図１７は、前述の図２、図１５、及び図１６に対応する図である。
【０１０９】
　図１７において、本変形例の検体処理システム１は、前述のロボット１００と、このロ
ボット１００のアーム１０３Ｌ，１０３Ｒの可動範囲内に配置された、前述の複数の処理
用機器とを有している。なお、図１７では、複数の処理用機器のうち、シャーレ台２０２
、試験管２０５、試験管立て２０６Ａ、ピペット２０７Ａ、ピペット立て２０８、インキ
ュベータ２１１、遠心機２１２Ａ、撹拌機２１３Ｃ、及び加熱・冷却器２１４だけを図示
し、それ以外の処理用機器の図示を省略すると共に、前述の第１～第４ホルダ３０１～３
０４、
前述の吸着パッド２６０、及び前述の廃棄ボックス２５０の図示を省略している。
【０１１０】
　ここで、本変形例では、ロボット１００の周囲に、図示しない囲い壁が設けられている
。すなわち、ロボット１００の周囲に囲い壁を設けることにより、当該囲い壁によってロ
ボットの稼働領域に人が入り込まないようにすることで、安全性を確保している。そして
、複数の処理用機器は、上記囲い壁の壁面のうち、ロボット１００の基台１０１を中心と
する略円周上となる壁面に、放射線状の向きとなるように配置されている。
【０１１１】
　上記のように処理用機器が配置された本変形例においては、ロボット１００は、胴体部
１０２を基台１０１に対し旋回させつつアーム１０３Ｌ，１０３Ｒを揺動させ、前述のハ
ンド１１１Ｌ，１１１Ｒで処理用機器を使用しつつ、検体に対し所定の工程からなる処理
を実行する。
【０１１２】
　本変形例によれば、上記実施形態と同様、作業者が使用していた汎用の処理用機器をそ
のまま活用しつつ、検体に対する処理工程の自動化を実現することができる。また、本変
形例では、複数の処理用機器は、ロボット１００の基台１０１を中心とする略円周上に配
置されている。これにより、アーム１０３Ｌ，１０３Ｒの支持位置と各処理用機器との距
離がほぼ均一となるので、アーム１０３Ｌ，１０３Ｒは主に手先を周方向に移動させる動
作を行いつつ処理を行うこととなり、手先の径方向の移動量を少なくすることができる。
その結果、アーム１０３Ｌ，１０３Ｒの関節部の動作量が少なくなるので、検体の処理を
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迅速に行うことができる。また、各処理用機器は放射線状の向きとなるように配置されて
いるので、各処理用機器の正面をロボット１００側に向けることができ、アーム１０３Ｌ
，１０３Ｒによる各処理用機器の操作性を向上することができる。
【０１１３】
　また、本変形例では、上記囲い壁の壁面に複数の処理用機器を設置している。これによ
り、処理用機器を配置するためのテーブル等が不要となり、配置スペースをさらに削減す
ることができる。また、胴体部１０２が基台１０１に対し旋回することにより、基台１０
１を中心とする略円周上に放射状に配置された処理用機器に対し、胴体部１０２は常に正
面を向きつつアーム１０３Ｌ，１０３Ｒを円滑にアクセスさせることができる。
【０１１４】
　（４）一方のハンドでシャーレ回転、他方のハンドでヘラ操作を行う場合
　すなわち、シャーレ２０１を回転可能に保持するためのホルダを設けて、一方のアーム
１０３のハンド１１１でホルダを介してシャーレ２０１を回転させ、他方のアーム１０３
のハンド１１１で第１ホルダ３０１を介してヘラ２０３を操作することで、検体を掻き混
ぜる処理を行うようにしてもよい。
【０１１５】
　図１８は、シャーレ２０１を回転可能に保持するためのホルダを説明するための説明図
である。
【０１１６】
　図１８に示すように、シャーレ２０１を回転可能に保持するための第５ホルダ３０５は
、シャーレ２０１を保持するホルダ本体部３０５Ｂと、アーム１０３のハンド１１１に設
けられた２つの把持部材１１２の第２凹部１１４に嵌合し、２つの把持部材１１２が把持
可能な被把持部３０５Ｇと、ホルダ本体部３０５Ｂ及び被把持部３０５Ｇの間の軸部３０
５Ｓとを有している。
【０１１７】
　すなわち、ロボット１００は、一方のアーム１０３のハンド１１１に設けられた２つの
把持部材１１２の第２凹部１１４を用いて、被把持部３０５Ｇを把持する。そして、他方
のアーム１０３のハンド１１１で、第３ホルダ３０３を介してシャーレ２０１をホルダ本
体部３０５Ｂ上に載置する。その後、他方のアーム１０３のハンド１１１で、前述のよう
にして、上記ホルダ本体部３０５Ｂ上に載置したシャーレ２０１の蓋２０１Ｕを持ち上げ
る。その後、一方のアーム１０３のハンド１１１を回転させることで、一方のハンド１１
１で第５ホルダ３０５を介してシャーレ２０１を回転させる。またこのとき、他方のアー
ム１０３のハンド１１１に設けられた２つの把持部材１１２の第２凹部１１４を用いて、
ヘラ２０３に取り付けられた第１ホルダ３０１被把持部３０１Ｇを把持する。その後、他
方のハンド１１１で、第１ホルダ３０１を介してヘラ２０３を操作することで、上記ホル
ダ本体部３０５Ｂ上に載置したシャーレ２０１の底皿２０１Ｄ内の検体を掻き混ぜる処理
を行う。
【０１１８】
　以上説明した本変形例においては、ロボット１００は、一方のアーム１０３のハンド１
１１で第５ホルダ３０５を介してシャーレ２０１を回転させ、他方のアーム１０３のハン
ド１１１で第１ホルダ３０１を介してヘラ２０３を操作することで、検体を掻き混ぜる処
理を行う。このようにして、ヘラ２０３を用いた掻き混ぜ処理をロボット１００が実行す
ることにより、掻き混ぜの程度のばらつきを無くし、精度の良い処理を実行することがで
きる。
【０１１９】
　なお、以上においては、ロボット１００が、２つのアーム１０３Ｌ，１０３Ｒを備えた
双腕型のロボットである場合を例にとって説明したが、これに限られず、１つのアームだ
けを備えた単腕型のロボットとしてもよい。この場合も、同様に、作業者が使用していた
汎用の処理用機器を活用しつつ、検体に対する処理工程の自動化を実現することができる
。
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　また、以上においては、本発明の検体処理システムを、タンパク質解析用の検体の前処
理に適用した場合の例にとって説明したが、これに限られず、本発明の検体処理システム
は、検体に対し所定の工程からなる処理を実行する場合であれば適用可能である。
【０１２１】
　また、以上既に述べた以外にも、上記実施形態や各変形例による手法を適宜組み合わせ
て利用しても良い。
【０１２２】
　その他、一々例示はしないが、本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲内において、種々
の変更が加えられて実施されるものである。
【符号の説明】
【０１２３】
　１　　　　　　　検体処理システム
　１００　　　　　ロボット
　１０１　　　　　基台
　１０２　　　　　胴体部
　１０３Ｌ，Ｒ　　アーム
　１１１Ｌ，Ｒ　　ハンド
　１１２　　　　　把持部材
　１１３　　　　　第１凹部
　１１４　　　　　第２凹部
　１１５　　　　　爪部
　２０１　　　　　シャーレ（処理用機器）
　２０２　　　　　シャーレ台（処理用機器）
　２０３　　　　　ヘラ（処理用機器）
　２０４　　　　　ヘラ立て（処理用機器）
　２０５　　　　　試験管（処理用機器）
　２０５Ｃ　　　　蓋
　２０５Ｏ　　　　開口
　２０６Ａ，Ｂ　　試験管立て（処理用機器）
　２０７Ａ，Ｂ　　ピペット（処理用機器）
　２０８　　　　　ピペット立て（処理用機器）
　２０９　　　　　チップ（処理用機器）
　２１０　　　　　チップ立て（処理用機器）
　２１２Ａ，Ｂ　　遠心機（処理用機器）
　２１３Ａ～Ｃ　　撹拌機（処理用機器）
　２１４　　　　　加熱・冷却器（処理用機器）
　２１７　　　　　本体部
　２１８　　　　　プッシュボタン（操作部）
　２１１　　　　　インキュベータ（処理用機器）
　２５０　　　　　廃棄ボックス
　３０１　　　　　第１ホルダ（ホルダ）
　３０２　　　　　第２ホルダ（ホルダ）
　３０３　　　　　第３ホルダ（ホルダ）
　３０４　　　　　第４ホルダ（ホルダ）
　３０５　　　　　第５ホルダ（ホルダ）
　Ｔ　　　　　　　テーブル
　ＷＴ　　　　　　作業領域
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